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平成28年12月橋本市議会定例会会議録（第２号）その２ 

平成28年12月５日（月） 

                                           

  

（午前９時30分 開議） 

○議長（中本正人君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は20人で全員でありま

す。 

                     

○議長（中本正人君）これより本日の会議を

開きます。 

 この際、報告いたします。市長から平成28

年11月29日付、橋総第514号をもって追加議案

１件が送付されました。議案はお手元に配付

いたしております。これを今会期中にご審議

願うことといたします。 

 次に、去る11月28日の本会議において設置

されました総合計画調査特別委員会委員長に

10番 森下君、副委員長に11番 田中君がそ

れぞれ選出されました。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中本正人君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において14番 岡君、16

番 岡本君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（中本正人君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 今回の一般質問の通告者は14人であります。 

 質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順序により発言を許します。 

 順番１、１番 松浦君。 

〔１番（松浦健次君）登壇〕 

○１番（松浦健次君）おはようございます。 

 私は、次の五つの質問をいたします。 

 １番、市立図書館のさらなる活用を求める。

２番、橋本市のいわゆるご当地かるたの作成

を求める。３番、続国の安泰・安全教育につ

いて。４番、学校教員の勤務状態について。

５番、教育方法の提案。以上であります。 

 以下、順を追って説明いたします。 

 まず、市立図書館のさらなる活用について。 

 市立図書館の図書を各公民館でも注文、受

け取り、返却できるシステムをつくることを

求める。また、中学生には、自分の学校でも

同様のことを可能とする。これによって、生

徒を含む市民と市立図書館との距離的、時間

的障害に打ち勝つことができます。極めて有

益な制度であると考えるからであります。 

 ２番、ご当地かるたについて伺います。 

 橋本市の歴史、史跡、地理、産物、人物等

を題材にした、いわゆるご当地かるたをつく

ることを求めます。 

 子どもをはじめとする市民に広く橋本市の

ことを知り、理解してもらうことにより、郷

土に対する愛着や誇りを涵養することができ

るからであります。市民の心の活性化にもつ

ながります。やってみませんか。 

 次に、３番、国の安泰・安全教育について。 

 私が９月議会で質問した、国の安全・安泰

教育についての学校教育の中身について、市

当局、教育委員会は抽象的な答弁に終始して

いたので、具体的な答弁を求めます。まず、

これまでの国の安泰・安全についての教育内

容に問題はなかったのかを伺います。 

 次に４番、学校教員の勤務状態について。 

 現在、教育委員会が認識している問題点は
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何か。また、その問題点をどのように解決す

るかを伺います。 

 最後に、教育方法の提案。 

 子どもの学力、習熟度に応じた教育を施す

ことにより、教育効果を高め、学力水準を全

体的に引き上げる必要があると考えますが、

教育委員会のお考えを伺います。 

 以上です。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君の質問項

目１、市立図書館及び各小・中学校図書室の

図書貸し出しシステムに対する答弁を求めま

す。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）おはようございます。 

 議員おただしの１番の図書館の図書貸し出

しシステムほか五点を一括して答弁させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 一点目の、市立図書館の図書貸し出しシス

テムについてお答えいたします。 

 図書館では、本館カウンター以外に移動図

書館車ブッキー号でも貸し出し・返却業務を

行っています。本年度、ブッキー号は運転手

以外、図書館職員と学校図書館司書各１名が

業務にあたっています。地区公民館をはじめ、

保育園・幼稚園やこども園、市内全ての小学

校、福祉施設など、市内36箇所を毎月１回巡

回しています。巡回日時につきましては、市

広報などで市民にお知らせしています。 

 ブッキー号は、貸し出し・返却のほか、あ

らかじめ申し込みのあった本を希望の巡回場

所に届ける予約サービスもしています。利用

者は直接図書館に来館しなくても、電話やイ

ンターネットで希望の本を注文することがで

きます。 

 また、地区公民館窓口では、ブッキー号の

巡回時以外でも注文した本の受け取りや返却

が可能です。 

 現在、市内の中学校５校にはブッキー号の

巡回は行っておりませんが、新たに巡回し市

図書館の本の注文、受け取り、返却サービス

を実施するには、図書館職員の増員やブッキ

ー号運行経費を増額する必要がありますので、

今後の検討課題といたします。 

 １番で終わらせていただきます。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君、再質問

ありますか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）業務の経費が増えると

いうお話ですけれども、どれぐらいの経費が

増えるとお考えでしょうか。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）今、ブッキー号の巡

回につきましては、橋本中央中学校の通学バ

スとの併用でブッキー号を運行しております。

経費につきましては、750万円という経費を計

上しています。これを週４回にして、中学校

も巡回ということになりますと、約150万円の

経費の増加ということが見込まれます。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）わざわざ図書館から学

校へ行くというふうな話ではなくて、ついで

のところに寄るというお話で、しかも、受け

答えというかな、届ける、返却を受けるだけ

の話なので、そんなに時間はかからないと思

いますし、それと、そんな回数が多く、人数

が多く注文あるいは返却するということはな

いと考えますので、返却の場合だけしかなか

ったら行かないとか、前もって電話で連絡し

て注文があるかと聞いて、なければ行かなく

ていいと、そういうことを考えれば150万円

云々という話にはならないと思いますが、い

かがでしょう。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）議員おただしのとお
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りと私は思っています。３回から４回に増や

すという、そういう必要性よりも、内実でい

いますと、中学校には図書館司書がおられま

す。その司書が、例えば、予約申込用紙を子

どもたちに配って、それを集約して、図書館

に来た場合にその分を学校へ貸し出すという、

図書館司書を通じた貸し出しのルートも考え

られますので、そういういろいろな方面から

中学校への図書の貸し出しについて模索して

いきたいと、そのように考えています。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）わかりました。その点

についてはわかりました。 

 それで、返却する場合に、公民館の休みの

ときにも返却できるように、今こちらでやっ

ているような返却箱というのを各公民館に置

いてもらって、それで図書の利用というのを

よりやりやすくするというふうにお願いした

いんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）公民館の図書の貸し

出しにつきましては、現在、ブッキー号が行

ったときに必要な方が来館されて予約申込書

を提出して、次回のブッキー号でその本を持

っていくという形をとっています。 

 今後、議員おただしのとおり、例えば図書

館に予約申込書をそのまま置いておいて、そ

のカードをボックスに入れ、ブッキー号が来

たときにそれを集約をして、次の回に持って

いくと。貸し出しをすると。こういう方法に

変えていくことも可能だと思っていますので、

図書館、それから公民館と協議しながら、そ

の方向に向かって進んでいきたいなと、この

ように感じています。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）ありがとうございます。 

 創意工夫して、ぜひとも図書館の利用が容

易にできるように、頻繁にできるようによろ

しくお願い申し上げます。 

 １番、これで終わります。 

○議長（中本正人君）次に、質問項目２、ご

当地かるたの作成に対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）次に、二点目の、ご

当地かるた作成につきましては、郷土愛を育

む教材としては、とても良い教材の一つであ

ると考えていますが、別の取り組みを進めて

いるため即座に作成する予定は現在ございま

せん。 

 といいますのは、昨年度よりふるさと学習

教材の作成に取り組んでおり、今年度末の完

成をめざして取り組みを進めています。完成

後はタブレット型コンピュータを使った学習

活動として、全ての小・中学校でふるさと学

習を進めていく予定です。 

 ご当地かるたは、学校のみならず社会教育

施設等でも使用でき、市民全てが橋本市に愛

着や誇りを持つことができるという意味では

有効な教材と考えていますので、今後ふるさ

と学習教材を作成する際に、教材の一つとし

て検討していきたいと思います。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君、再質問

ありますか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）まず、私はこの質問を

させてもらったのは、子どもだけを対象にし

ているというわけではありません。その辺よ

ろしくお願いします。やっぱり、大人も子ど

もも橋本市を理解して、愛着や誇りを持って、

もっとより自然、これによって、自然、風土、

文化が市民の中に溶け込んでいけば、すばら

しい橋本市になるのではないかと考えており

ます。 

 具体的には、お祭り、例えば、隅田八幡宮、

あるいは胡麻生相賀八幡神社、天神さん、学
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文路お大師さん、応其寺、応其上人が造営し

た岩倉池、引の池、当時としては最高の土木

技術をもってつくられた、大畑才蔵と小田井

飛び越え石、国城山、杉尾の風の音100選の巨

岩、世界遺産の黒河道、高野口の丸山公園、

市民運動公園、桜まつり、ＳＵＭＭＥＲ Ｂ

ＡＬＬ、紀見峠トンネルの早期完成への願い、

政策的には企業誘致に力を入れていること、

あるいは金メダリストの前畑秀子さん、古川

勝さん、世界的な数学者岡潔先生、また、３

億円プレーヤーになった筒香選手など、枚挙

にいとまがありません。 

 これらをきれいな言葉で織り込んだかるた

は、橋本市の良さの再発見にもつながります。

かるたを通して老若男女が和気あいあいと交

流する様子を想像するだけでもわくわくしま

せんか。学校、サロン、老人施設、公民館、

さまざまな場所で人と人とをつなぐ役割も果

たしてくれるでしょう。それは橋本市を元気

づける一助にもなると確信いたします。いか

がでしょう。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）議員おっしゃるとお

り、橋本市を元気に生き生きとして、橋本市

に愛着を持たす方法としては非常に有効であ

ると、私自身も考えています。 

 現在、ふるさと学習副読本の作成に向けて

４回会議が終わりました。あと２回の会議で

教材が完成できると思います。その中に織り

込まれている内容につきましては、先ほど議

員がお話しいただいた件が盛り込まれていま

す。基本的には、橋本市の過去、現在、そし

て未来という形で人物や文化財、また、産業

や自然を織り込んだ教材になってくると、こ

のように思います。ほとんどの骨格ができて

います。 

 この教材が作成した場合、橋本市独自で一

つのかるたをつくるのか、また、学校が総合

的な学習を用いてそれぞれのかるたをつくっ

ていくのかは、方法としてはいろいろあると

思いますが、これにつきましても協議をして

いきたいなと思っていますし、もう既に、総

合の学習の時間でかるた作成した学校もござ

います。 

 今後、このような取り組みが集約されて、

橋本市のスタンダードとしてのかるたが作成

されればすばらしいなと、このように考えて

います。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）学校教育に関しては、

それでいいと思うんですけれども、やっぱり

橋本市を元気づけると、高野口のパイル織物、

世界に誇れるもの、こういうものをも宣伝す

ることになるので、ぜひとも教育委員会だけ

ではなくて市全体として考えていただければ

ありがたいと思います。 

 経済部長、いかがでしょうか。 

○議長（中本正人君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）ご当地かるた

に関して経済推進部のご意見をおただしいた

だいたので、お答えさせていただきます。 

 橋本市に住んでいながら橋本市のことを十

分知らない。多くの市民がそうであると思い

ますし、私もその一人であると思います。橋

本市の産品、名所、偉人、さらには先ほど言

われておりました、行政が積極的に取り組ん

でいる私どもの企業誘致や福祉関係の子育て

支援などの施策、制度を、わかりやすく広く

市民の方に知っていただくということは、行

政と市民の関係が一層身近になってこようか

と思います。議員がおっしゃられておった橋

本市への愛着も持っていただけるようになる

と思います。 

 さらに、市外・県外の方と市民の方がお話

しするときに、私の住んでいるところはこん

なところですよと、自信をもってお伝えいた
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だける知識が広がります。いわゆる橋本市の

広報係としての一翼を担っていただけるよう

になるかもしれません。 

 今は「広報はしもと」とかホームページを

通して市民の皆さまに情報をお伝えしておる

んですけど、地域かるたに限らず、いろんな

ツールを使って情報を拡散していくことは大

切だと思っております。 

 ただ、このご当地かるた、地域かるたの制

作については、全国的にたくさんの地域で取

り組まれてはおるんですけど、文章とかデザ

イン画とかのほとんどは、市民の方々の発想

によって作成されております。仮に作成する

となっても、行政の一方的な押しつけになら

んと市民主導の官民連携によって取り組むこ

とで、より一層、世間、社会に拡散されてい

くものと思います。 

 以上であります。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）お考え、両方ともよく

わかりました。やるかやらんかと、この結論

について、市長か副市長、一応お考えを伺え

ませんか。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）松浦議員の質問にお答

えをします。 

 突然のお話でありますので、やる、やれへ

んという話ではなくて、まず、こういうもの

は市でつくるというのは、なかなか今の業務

等を考えますと難しいと思いますし、逆に、

どこか市民の人たちでつくっていただけるよ

うな団体にお願いをするとか、学校にお願い

をするとかというふうにしたほうが、どうし

ても行政というのは、そういう部分でのデザ

イン力は弱いと思いますし、これから私自身

が市民協働というのを進めておりますので、

そういう人たちの、前畑秀子さんの朝ドラ誘

致の実行委員会があるように、逆にそういう

ふうな組織を市民の皆さんの中で立ち上げて

いただいて、つくっていただく。枚数が要る

ようになれば行政が協力をするというふうな

やり方もあろうかなと。 

 なかなか、何でもかんでも行政がやるとい

うのは苦しい部分もありますし、そういう中

で、そういうふうなことが出てくれば取り組

んでいってもいいのかなというふうに思いま

す。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）市民がやってくれたら

乗っていくと。内容については評価していた

だいている。そしたら、はじめにやっぱり市

が旗振り役を果たしてもらわんと、なかなか

こういうことは実現していかないと思うんで

す。その旗振り役を果たしてもらえますかね。

その辺のところ、知らないというか、やりま

すというか、お答えいただけますか。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）松浦議員の質問にお答

えをします。 

 そういう提案というのは、皆さんでつくっ

ていただけませんかという提案の旗振り役と

いうのはやらしていただいてもいいのかなと

思いますが、ただ、市でつくるというふうな

ことでは、なかなか今の業務を考えますと難

しい部分があります。今いろいろ取り組んで

いるので、さらにというのは非常に難しいよ

うに思います。 

 ただ、こういうかるたを市民の皆さんと一

緒にやりませんかというようなお話であれば、

そういう実行委員会形式をやらしてもらって

やっていくという方法はできるのかなという

ふうに思っています。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）よろしくお願いします。 
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 これで、次の質問にお願いします。 

○議長（中本正人君）次に、質問項目３、国

の安泰・安全に関する教育に対する答弁を求

めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）次に、三点目の、国

の安泰・安全については、本年９月議会でも

答弁させていただいたとおり、平和について

意識をしたり、深く考えたりすることは非常

に大切であると考えます。 

 学校教育では、国の安泰という言葉は特に

使用していませんが、平和・安全の教育につ

いては、学習指導要領に定められている内容

に準じて、各教科等の中で指導を行っていま

すので、教育内容そのものに問題があるとは

考えていません。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君、再質問

ありますか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）今のご答弁で、平和に

ついて意識をしたり深く考えたりすることは

非常に大切であると、こういうふうにお答え

されましたけれども、意識をしたり深く考え

たりというのは、具体的にはどういうことな

んでしょうか。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）学習指導要領の中に、

例えば公民の分野の学習指導要領で、どうい

うことを教えるかというのが定められていま

す。その中に、日本国憲法の平和主義につい

て理解を深め、我が国の安全と防衛及び国際

貢献について考えさせる、という項がござい

ます。少し長くなりますが、読まさしていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 「日本国民が、第二次世界大戦その他過去

の戦争に対する反省と第二次世界大戦の末期

に受けた原爆の被害などのいたましい経験か

ら、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起

こることのないように望み、平和を愛する諸

国民の公正と信義に信頼して、国の安全と生

存を保持しようと願い、国際紛争解決の手段

としての戦争を放棄し、陸海空軍その他の戦

力を保持しないことを決意したこと、そして

人類が、等しく恐怖と欠乏から免れ、平和の

うちに生存することを心より願っていること

について理解を深めさせることを意味してい

る。 

 その上で、各国が自国の防衛のために努力

を払っていることに気付かせるとともに、歴

史的分野における学習との関連を踏まえつつ、

国際情勢の変化の中、自衛隊が我が国の防衛

や国際社会の平和と安全の維持のために果た

している役割、日米安全保障条約などにも触

れながら、平和主義を原則とする日本国憲法

の下において、我が国の安全とアジアひいて

は世界の平和をいかにして実現すべきか、ま

た、さらに我が国が行っている世界の平和と

人類の福祉に貢献している様々な国際貢献に

ついて考えさせることを意味している。」と書

かれています。 

 この中で、我が国の安全とアジアひいては

世界平和をいかにして実現していくべきかと

いうことについて、子どもたちがどのように

考えるか。それは、多様な考え方があると思

います。一律に子どもたちの考えを縛るので

はなくて、この学習指導要領に書かれている

言葉のもとで、子どもたちが今の現状を教員

から教えていただいて、その中で子どもたち

自身が判断していく。そういう多様性も必要

だと思いますし、学習指導要領に記述されて

いる内容につきまして、しっかりと教えてい

くということも大事だと、このように思って

います。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 
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○１番（松浦健次君）そのためには、日本の

国が置かれている現状について、きちんと教

えているかどうか。現状を知らないでそうい

う理想的な話ばかりをしておれば、本当に考

える力が身につかない。中学校を卒業すれば

３年で選挙権は与えられる。そのときにきち

んとした判断をできるように、子どもを指導

していかなければならない。事実を教えるこ

とも大変必要だと。 

 例えば、核兵器の恐ろしさというのはみん

な知っている。これを教えている。でも、こ

れを何千発も持っている国が、公海を自分の

国として埋めて軍事基地をつくり、そして、

周辺諸国に圧力をかけている、支配しようと

している。北朝鮮では、核兵器に血道を上げ

て頑張って開発に向かっている。日本を敵視

している。また、今も竹島あるいは北方領土

が、韓国やソ連に侵略されたままだと。そう

いうことがやはりきちんとわかっていなけれ

ば、将来、日本の主権者として権限を行使す

る、適切に行使するということはできないん

ではないでしょうか。そういうことを教えて

いるんでしょうか。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）今、議員おただしの

とおり北朝鮮の事柄、それから竹島の問題、

北方四島の問題等についても教科書には記述

があります。それをきっちり教えていく。議

員おただしのとおり、現実、今の起こってい

る事実をしっかり教えていくことが、これか

らの出発するもとになると思いますので、今

ある事実についてきっちりと教えていくこと、

これは学校現場、特に卒業間近の中学校３年

生の公民分野でしっかり教えていく必要はあ

ると、そのように把握しています。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）やはり国家の安全につ

いては非常に一番重要なものなので、怖いも

のは怖いと。どれぐらい怖いか、そういうこ

とを知らなくして国の安全なんてあり得ない

ので、その辺をきちんと教えていただきたい

と思います。 

 今の教育長が言われたことについては、戦

争を起こさないということについて非常に力

点を置かれておりますが、侵略から守らなけ

ればならないと。この点についてはどうも希

薄なように感じます。 

 それと最後に、客観的に認識できない、主

観にしがみつく、理想に走り過ぎる、これが

国を滅ぼすと言われておりますので、こうい

う心構えをしっかりと教えていただきたいと

思います。 

 この点については以上です。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）やはり基本的には、

平和である、平和のために努力をしていく、

これは日本人として当然のことだと思ってい

ます。ただ、議員おっしゃるとおり、一方的

に他国が侵略した場合どうかという、こうい

う問題については、子どもたち自身が考え、

それぞれの意見もあろうかと思っています。 

 私、個人的な意見ですが、学校における学

習は、やはり中立性、公平性を担保するべき

ものであり、学習指導要領にのっとって行う

ことが、その中立性、公平性を担保するもの

であると思っていますが、私の思っている中

立性というのは、例えば、語弊があるかもわ

かりませんけれども、右翼的思想がかなり強

い方もおられる、また、これは一方的な表現

ですが、左翼的思想がかなり強い考え方の方

もおられる。その思想を足して２で割ったよ

うな形が私は中立性とは思っていません。今

の現実をしっかり認識して、これからどうし

て進んでいくか。先ほど議員もおっしゃられ

た、この国を守るためにはどうしていくのか、

それをしっかりと把握して前に進んでいくこ
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とが中立性であると、そのように考えていま

す。 

 学校現場におきましても学習指導要領にの

っとって、しっかりと現実を把握して子ども

たちと向き合っていくということが大事だと、

このように思っています。 

○議長（中本正人君）次に、質問項目４、学

校教員の勤務の現状に対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）次に、四点目の、現

在の学校教員の勤務状態の問題点についてで

すが、最近、教職員の多忙化が大きな社会問

題となっており、国や県でも協議をしている

ところです。 

 先日、県教育委員会教育長より、このこと

についてコメントが出されました。コメント

の中で、国や県でも教員の多忙の影響につい

て議論をしていること、多忙化は喫緊の課題

であり、中・長期的にもしっかりと取り組む

必要があること、中学校の部活動のあり方に

ついて見直しをしていること、学校運営業務

全てにわたり、管理職がマネジメント能力を

発揮しながら業務改善を図る必要があること、

教育委員会においても、業務改善により教育

委員会や学校の多忙化を解消する取り組みを

進める必要があることなどが挙げられていま

す。 

 橋本市教育委員会におきましては、これま

でも校務支援システムの導入、給食費徴収業

務の市への移行、事務処理の簡素化等、教職

員の負担軽減に向けた取り組みを行ってきま

した。今後とも引き続き、教職員の勤務状態

についての現状把を行い、県教育委員会とも

連携しながら、具体的に出された課題につい

て改善していけるよう努力をしてまいります。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君、再質問

ありますか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）課題についての視点と

いうのはわかりますけれども、現在の課題に

ついて、どういうふうに対応していこうとし

ておられるのか、対応しておられるのかを伺

います。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）基本的に、教職員の

勤務の管理というのは学校長の責任でありま

す。教育委員会は、その学校長がどのような

形で教職員の勤務について指導しているかと

いうことは、校長とのヒアリングの中で把握

に努めているところです。 

 しかしながら、議員ご存じのとおり学校現

場の多忙化ということは、いろんな面から起

こっております。特に喫緊の課題として、や

はり生徒指導上また児童指導上で、保護者と

の関係や子どもとの関係、また、部活動の関

係、さまざまな状況の中で教員の多忙化とい

うのは生まれてきています。できる限り多忙

化を減少していく。そして、教職員が元気で、

授業に行く前は下を見ず上向いて、子どもた

ちと会える喜びを実感しながら授業ができる

ような取り組みをしていけるよう指導してい

るところです。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）客観的に実態を把握す

るということが僕は必要だと思うんです。そ

れで、各教職員の登校・下校の時間というの

を把握しておられますか。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）過去、５年前に教職

員の勤務の実態調査というのを行いました。

私自身はまだ、たしか現場でおったと思うん

ですけども、今議員おただしのとおり、しっ

かり把握しているかというと、今私たちは把

握をしていません。 

 そんな中で、前回校長会で平成28年度の勤
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務実態調査ということでお願いをしておりま

す。内容につきましては、当然、時間外がど

れぐらいあるのか、また、教職員として負担

に思うことはどういうことか、そして、疲れ

の状況とか健康状況、そして最後に、改善の

余地があればどういう形で改善していけばい

いのかを記入する実態調査になっています。

これにつきましては、各校全員の教職員に記

入していただいて、教育委員会がまとめて、

まとめた内容については県教委にも報告し、

学校現場、当然、校長会にも報告して改善の

方向を模索していきたいと、そのように考え

ています。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）何年に１回か調査して、

それに基づいてやると。改善していくと。今

までも、こういう状態があるということをわ

かりながら、なおかつ改善されない。どうし

てかと。やる気がないからですよ。 

 私は、教員の登校・下校時間を客観的にや

っぱり把握せないかんと。そういうことが僕

は必要だと思うんです。この前も電通で問題

になったけれども、自分で自殺しましたよね。

過労で。そのときに労務災害と、労災で認定

されたと。なぜできたのか。客観的に何時に

退社したということがわかるからですよ。教

員の場合には、遅くまで残って頑張っている

人もいっぱいいる。頑張らされている人もい

っぱいいる。そういう中で、心身の障がいが、

あるいは生命の障がいが生じたときに、労災

認定してもらうのどうするんですか。好きで

やっておったんやと。何時までかわからんと。

そういう状態で教員一人ひとりの人権を尊重

しないというのは、かわいそうと思いません

かね。そうだとすれば、やはり何時に帰った、

何時に学校へ来たと、そういうことを客観的

に把握すべきであると考えます。 

 そして、日々の行動あるいは週、次の行動

を見ていたら、この人はやり過ぎやな、頑張

り過ぎやなと。そうしたら校長としては、教

員の顔色を見て、大丈夫かいといろいろ配慮

できる。大変そうだから今度はこの仕事をや

ってもらおうと思ったけれども、ほかの人に

やってもらおうと。そういうあんばいができ

るんです。ところが、何年に１回そんな調査

しても、それはしようがない。その間にいろ

んな人が犠牲になっている。これについて客

観的に把握する制度というのをやっぱりつく

るべきで、金がないどうのこうという前に、

大事なことは何かと考えてからやることやっ

てもらいたい。私はそない思います。 

○議長（中本正人君）答弁要りますか。 

 教育長。 

○教育長（小林俊治君）議員のお話のとおり、

教職員につきましては超過勤務手当等は出て

おりません。土日のクラブ活動の出勤につき

ましては、これは手当は出ますので把握する

ことはできます。平常の勤務につきましては、

今おっしゃられるとおり、勤務時間がいつま

でということはなかなか把握できない。 

 現状におきましては、学校長がある一定の

時間の中で、先生方にもう早く帰ってくださ

いよと言っているのが現状です。そして、そ

の中で、学校長が帰る。学校長の気持ちとし

ては、自分が帰ればほかの教職員も帰りやす

いだろうという気持ちも含めて帰る部分が多

くあります。私も先輩の校長から、そんなに

遅くまでおったら、先生方帰りにくくなると

いう部分もよく聞かされてきたところです。 

 それと同時に、小学校におきましては、一

つの授業が１回で終わってしまう。そのため

の教材研究ということで、どこまで深化すれ

ばよいのか。時間が一つの教科で、例えば２

時間教材研究しますと、５教科あると10時間

の教材研究が要る。それが１回で終わってし

まうという、そういう現状があります。 
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 今回、勤務実態調査につきましては、今ま

で、やはり私たちは勤務実態調査をして、そ

れの反映をすることはできませんでした。な

かなか反映することが難しい。教職員の勤務

時間が長いという実態があっても、早く帰っ

てもらえるような具体的な取り組みというの

は、なかなかできなかったのが現状です。 

 今回の勤務実態調査につきましては、その

反映を、具体的な反映をしていきたい。その

具体的な反映の中に、やはり先生方が勤務の

状況が多い、大きいということの実態を確か

めながら、現場また校長との話し合いを進め

ていきたい、そのように思っています。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）教育長の心情はよく理

解できますし、ありがたいことだとは思って

おります。しかし、客観的に見て大変なこと

がいろいろある。例えば、僕の知っている中

学校の先生は、４月からお盆まで休みがなか

ったと。お盆にはじめて１日とれたと。こう

いう実態なんですよ。やはりこれを改善して、

教師も生き生きして授業に取り組める、十分

な授業の準備ができる、そういうことを保障

しなければ教育の充実というものはあり得な

いと思います。 

 従いまして、何年に１回かの調査で事足り

るというのではなく、その調査した結果の反

映もできないというようなことでは、やはり

具合悪いと。うちの息子も教員やってますけ

ども、いろんなところへ行って、東京や大阪、

あるいは九州のほうで友人と会うときに、松

浦さん、息子さん何してんのやと。教員やと

言うたら、大変やろうと。今の教師、大変や

ろうと。皆言うておると。これは全国的な傾

向なんです。 

 そこで客観的に見てこれぐらいやっている

ということがわかるように、タイムカードな

り何なりを備えてやらなければ、あれ遅うま

で頑張ってるらしいでと、確たる証拠もない、

雰囲気だけでそういうことを言っているよう

では、本当に改善にならないんじゃないかと。 

 市長、どうですか。教育長を議会の同意を

得て任命する権限をお持ちなんですけど、教

育に対して、教員の立場の尊重あるいは保障、

保護という観点から、今の私の主張に対して

どのようにお考えでしょうか。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）松浦議員の質問にお答

えをします。 

 私も、実は県の長期総合計画新政策の中で

知事にも教育長にも申し上げました。教員が

忙し過ぎて、子どもと接する時間も少なくな

ってきてるよと。何とか見直しをしてくださ

いという話はさせていただいています。 

 やっぱり働き方の見直しというのも大事で

あろうと思いますし、あるいは地域の人に学

校に入っていただいて、教師の重労働になっ

ているところをカバーしていただくとかとい

うふうなことを、改めて今、学校教育現場で

本当に学校の先生が子どもと触れ合う、子ど

もと学ぶ、子どもと一緒に活動する時間をい

かにつくっていくかということは、大変大事

な問題だというふうに思っています。 

 その中で、もう一度、仕事の仕方というの

を今の仕事ありきで考えるんではなくて、も

う一回ゼロベースに戻って、今、学校の先生

としてすべきことはどういうこと、まず、優

先順位をつけて、その仕事の中身を考えてい

くということも大事やと思います。 

 私も、学校の教育現場の皆さんについては

本当によく頑張っていただいていると思いま

すし、非常にハードワークになっているとい

うのも思っています。その中で、本当にこれ

からの教育現場のあり方についても、そうい

う今の部分も当然見直さなあかんと思います
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し、しっかりと議論せなあかんと思いますけ

ども、将来に向けて、このままでは絶対無理

やというところまで来ているという部分も事

実だと思いますので、これから教育コミュニ

ティであったり、そういう部分で、いかにし

て地域の人たちに学校現場に入っていただい

て、その負担を軽減させる方法はないのか、

もう少し、教育委員会に対する、あるいは県

の教育委員会に対する報告書を少なくしてい

く、もっと学校現場でやっていただく部分も

必要ではないかというふうに思っております

し、また、今新たに出ているのが、いじめ、

不登校、子どもの貧困という部分で、また、

モンスターペアレンツの問題もあるし、今の

学校の先生というのは、そういうたくさんの

課題を抱えているということも事実だと思い

ますので、私らにとっても、先日知事にも教

育長にも申し上げましたように、しっかりと

県の教育委員会が指導的立場で、そういう見

直しをしていただくということも大事なこと

だというふうに認識をしています。 

 だから、これから少しでも、そういう現場

の先生が過重労働にならないような新しい取

り組みというのも、これから教育委員会にも

指示をしていきますし、しっかりと取り組ん

でまいりたいと思っています。 

 大変皆さんハードスケジュール、ハードワ

ークになっているのは認識しておりますので、

私たちとしても、行政のほうも協力をしてい

くような取り組みをしていきたいというふう

に考えています。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）精神論、方針というの

は結構です。私が先ほど申し上げたような、

質問したような、客観的にいつ登校して、い

つ下校したかと、そういう把握できる何らか

工夫する手段を講じるかどうか、それについ

て答えてください。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）そこの部分については、

また教育委員会とも相談をさせてもらいます

し、ただ、まず実態をつかんで、それをいか

に改善していくかということのほうが大事や

と思いますし、私は精神論で言っているんで

はないんですよ。やっぱりこういうふうに変

えていかなあかんの違うかということを、知

事にも教育長にも訴えてますし、その中で、

本当に学校運営が今の形態でできるのか、す

ぐには改善できませんけども、その中でどう

いうふうな見直しをしていくのか、地域の皆

さんの応援をしていただくのか、そういう部

分をこれから考えていきましょうということ

で、私、精神論なんかで言いませんよ。私た

ちはそういう部分での見直しをしっかり図っ

ていくということを説明しているんであって、

精神論で言っているんではないですよ。 

 だから、これからは実態調査をして、その

中身の中で、やはり全部の学校の仕事の中で、

今本当に自分たちでできるものは何なのか、

ここの部分は少し遅らしてもいいのではない

か、ここの部分はなくしてもいいのか、そう

いうふうな仕事の仕方をもう一度検証をして、

そして、少しでもハードワークがなくなるよ

うな取り組みをしていくということのほうが、

私は大事かなというふうに思っています。 

 出勤・退勤の部分については、別にそうい

うことになればやってもいいし、別にタイム

カードをつけなくても、出勤簿・退勤簿でそ

れを先生方にきちんと管理をしていただいて

つかむということもできますし、現状は、い

かにして先生方のハードワークを軽くしてい

くためにはどうするんかという議論を進めて

いかないと、なかなか改善できないというこ

とだと思いますよ。 

 逆に、そこの部分に力を入れても、やっぱ
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り今の現状の中で仕事の仕方、あり方、これ

は市の職員もそうなんやけども、そういう部

分をこれから、市の職員もこれからどんどん

減らしていかなあかん中で、同じような部分

も出てくると思いますから、その中で仕事の

仕方というのもこれからは考えて、市民の皆

さんにも協力していただくと。そういうふう

な取り組みを早急に進めていく必要が私は重

要ではないかというふうに思っています。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）今までやってこなかっ

たから今やります、これからやりますという

話でしょう。だから、それを有効にやるため

には、客観的に見える、そういう手段を使い

なさいよと、情熱があるんだったらそれをや

ってくださいと、そういう話を私はしてるん

ですよ。 

 次の質問、お願いします。 

○議長（中本正人君）次に、質問項目５、子

どもの習熟度別教育に対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）次に、五点目の、子

どもの習熟度に応じた教育を行うことについ

てお答えします。 

 習熟度学習については、これまでも一部の

中学校で、生徒の状況、教員の配置状況等に

応じて習熟度別に学習集団を編制し、実践し

てきました。それぞれの習熟度に応じた授業

ができ、授業がわかりやすい、質問がしやす

いといった利点もありますが、クラス全体と

しての練り合いや対話による学び合い学習が

できない、クラスの仲間づくりが分断される、

学力低位層のクラスに入り自己肯定感が育ち

にくい等の弊害もあります。 

 子どもの学力保証については、全ての子ど

もに対応していくことが必要です。つまり、

全ての子どもが授業がよくわかる、授業が楽

しいと思われるような授業づくりをしていく

ことが必要です。そのために、教員の教材研

究等による授業研究はもちろんのこと、わか

らない生徒に対しては、そのままにしておく

のではなく、授業中で対応したり、放課後や

長期休業期間等で補充学習を行ったり、とき

には個人を取り出して指導をしたりしながら

指導を行っています。 

 教育委員会としては、習熟度学習を全体に

対して一斉に押しつけるのではなく、それぞ

れの学校長がそのメリット・デメリットを把

握し、学校の学力の課題解決としてふさわし

い手法であるかどうか、また、実施にあたっ

て教員配置人数が十分であるかどうか判断し

た上で、クラス編制についての具体的方法や

実施教科、指導内容、指導方法、評価のあり

方等について学校で十分協議を行って実施し

ていく必要があると考えます。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君、再質問

ありますか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）いろんな、中学卒業ま

で９年間あるんですけれども、それをマスタ

ーして身につけていけるという人は、もちろ

ん全てではない。 

 私、いろいろあちこちから話聞くんですけ

ども、中学卒業するにしても、まだ３年、４

年生のことでもわかってないでと、あるいは、

小学生程度の力もないでと、そういうことを

たまたま耳にしますので、国民として生活し

ていける上での最低限の学力というのは、ど

ういうふうに考えておられるんですかね。例

えば、小学校５年程度、中学校を卒業すると

きには中学生のこと何もわからんかっていい。

５・６年生までは確実にその中身を身につけ

てもらうと、そういうふうにすることも大事

かと思うんですが、教育委員会としてはだい

たい何年ぐらいまで、言いにくいことだと思
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うんですけど、だいたい最低でもこれぐらい

の学力はつけて出ていってほしいと。その最

低でもというのは、どのぐらいに基準を置い

ておられるんでしょうか。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）教育委員会としまし

ては、やはりこれから生きていく力、もっと

言うと生き抜く力と、今言われています。た

だ生きていく力ではなくて、生き抜くだけの

力をつける必要がある。やはり、最低限四則

計算、読み書き、そろばんと言われる部分に

ついては、つけてほしいなと。つけるべきで

あろうと。つかしていくべきであろうと、こ

のように考えています。 

 そのためにチーム学校として、例えば小学

校高学年になって計算問題ができない場合、

掛け算、特に分数の割り算なんて非常に難し

い部分ありますけども、基本的な部分ができ

ない場合は、習熟度別という形での団体で分

けるのではなくて、個人の取り出しというこ

とで、個人的に子ども、また保護者と相談し

ながら取り出して学習していく、そういう形

をとっているところです。 

○１番（松浦健次君）終わります。 

○議長（中本正人君）１番 松浦君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時45分まで休憩いたします。 

（午前10時31分 休憩） 

      


